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カードに関するトラブルに気をつけて！カードに関するトラブルに気をつけて！
　お店などで“支払いをする”ことは「決済」と呼ばれますが、現金による決済以外にも、さまざまな決済方法があ
ります。近年、現金を使わずに支払いをする「キャッシュレス」での決済手段が多数登場し、クレジットカードや
プリペイドカードを利用する機会が増えています。キャッシュレス決済は、現金を持ち歩かずに買い物できる手
軽さから、今後、より多くの消費者に利用されていくと考えられます。しかし、悪質商法に利用されたり、複雑な
仕組みを理解しないままに支払ってトラブルになったという相談も寄せられているため、注意が必要です。
　 詳しくは中面で⇒

『県民だれもが、
自ら考え自ら行動できる
自立した消費者となり、
安全で安心に暮らすことができる、
消費者被害のない広島県の実現』を
めざします。

　　　　広島県知事　湯﨑英彦

　社会経済のグローバル化や高度情報化の進展に伴い、
暮らしの利便性が向上する一方で、多様な商品・サービ
スが提供され、契約の内容も複雑化していることから、
消費者自らも、被害回避や被害対処のための能力を身に
つけることが重要となっています。
　このため、県では、平成27年３月に策定した「広島県消
費者基本計画（第２次）」に基づき、「高齢者・若者の消費
者被害防止に向けた取組強化」や「消費者被害防止に向
けた消費者教育の推進」などに重点的に取り組んでいる
ところです。
　広島県は、これからも、県民の皆様の安全・安心な暮ら
しの確保のため、市町や関係機関・団体の皆様と連携し
て、消費者行政の一層の推進を図って参ります。

広島県消費者基本計画（第２次）
【重点的に取り組む項目】

⑴ 市町相談体制の充実に向けた支援
・すべての市町が週５日以上窓口を開設している体制
を構築します
・どこの相談窓口でも、問題解決に向けて、同じ答え
が得られる仕組みを構築します
・相談窓口の認知度を向上させます
⑵ 高齢者・若者の消費者被害防止に向けた取組強化
・すべての市町と連携して高齢者の見守り体制を充実
強化します
・若者の相談窓口の認知度を高め、利用を促進します
⑶ 消費者被害防止に向けた消費者教育の推進
・消費者教育に係る情報を集約し県民に提供します
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　クレジットカードは、クレジット・信販会社などに申し込むと、審査の上、利用可能額が決定され、
発行されます。キャッシングというローン機能がついているものもあり、現金を借りることもできま
す。クレジットカードによる取引は、クレジット会社、加盟店、消費者の３者間取引で行われるのが基
本ですが、最近では、取引に関わる主体が多様化し、仕組みが複雑になっています。このため、クレ
ジットカード取引に関するトラブルでは、消費生活センターだけでは解決困難な事例も発生してお
り、トラブルの未然防止が非常に重要になっています。

　手元にお金がなくても、ものを買うことができるなど、クレジットカードは大変便利なものです
が、クレジット会社が立替払いをし、後から消費者が料金を払うという仕組みになっています。使い
方を間違えると、返済が滞り、借金がふくらんでしまう危険性があります。クレジットカードで買い
物することは、実は「借金」を作っていることだと忘れず、慎重に利用しましょう。

　プリペイドカードは、代金を前払いして購入するカードのことで、最近では、様々な場面で利用で
きる決済手段として普及しています。しかし、消費生活センターには、プリペイドカードの価値を不
正に取得しようとする「詐欺業者」とのトラブルの相談が多く寄せられています。

　プリペイドカードは大きく分けて２種類あり、券面やカード本体に価値を記録するものと、サーバ
上に価値を記録するもの（サーバ型）があります。サーバ型のプリペイドカードは、カードが手元にな
くても、カードに記載されている番号を入力するだけで商品等を購入することができます。最近は、
悪用しても所在地や住所を特定されないといった特性を持つサーバ型プリペイドカードを悪用した
詐欺が増えています。プリペイドカードは、一度その番号を使われると価値はなくなり、支払った代
金を取り戻すことは大変困難です。

　キャッシュカードは、銀行などの金融機関が預金者に発行するカードです。キャッシュカードに関
するトラブルは、紛失や盗難だけでなく、カード情報を読み取り装置（スキマー）で盗み取る「スキミ
ング」、クレジットカード会社などを装ってメールを送り付け、個人情報を不正に取得する「フィッシ
ング詐欺」などがあります。

★キャッシュカードや暗証番号の管理はしっかりしておくことが大切です。
★入出金確認のため、通帳への記帳も忘れないようにしましょう。

　クレジットカードが普及し、利用者の増えた「リボルビング払い（以下「リボ払い」という。）」にも注
意が必要です。リボ払いは、様々な支払い方式がありますが、利用金額にかかわらず、毎月の支払額を
あらかじめ指定する定額方式が主流です。

　リボ払いは、毎月の最低返済額が比較的少額なので、支
払いやすいと思われがちですが、返済期間が長期化し、総
支払い額がふくらんでしまいがちです。支払っても支払っ
ても元金が減らないといった苦情も出ています。さらに、
返済のために新たな借り入れを重ねるようになったり、多
重債務で苦しむ場合もあります。

★本当に必要な買い物か、一度立ち止まって考えましょう。
★収入に合わせた利用を心がけ、常に利用額と手数料を把握し、計画性を
持って利用しましょう。

★クレジットカードの保管や管理に注意しましょう。
★たとえ家族でも、他人にカードを貸さないようにしましょう。
★盗難や紛失の場合は、すぐにクレジット会社に連絡しましょう。

アダルトサイトの料金をプリペイドカードで支払え、と指示する詐欺に注意!?

★業者から指示があっても、プリペイドカードを購入したり、カード番号を伝
えないようにしましょう。

★不審な業者に番号を伝えてしまったら、すぐに発行会社に連絡しましょう。

ひ　と
注　意 !!

　実際に取引のある銀行を装って、偽のキャッシュカードを送り付け、「交換」などと称して、使用中
のキャッシュカードと暗証番号を送らせる事例が報告されています。金融機関が、キャッシュカー
ドを返送させたり、暗証番号を尋ねたりすることは決してありません。このような連絡を受けても、
絶対に返送しないでください。

クレジットカードでのショッピングは、『借金』のひとつ !!
現金が手元にないからといって安易にクレジット決済をせず、計画的に利用しましょう。

リボルビング払い（以下「リボ払い」という。）」にも注
ありますが、利用金額にかにかかわかわかわらずらずらず、毎、毎、毎月の月の支払額を

ので、支
化し、総、総
も支払っ払っ
さらに、に、
たり、多

近くのコンビニで
５万円分のプリペイド
カードを買って、
番号を教えろ！

どうしよう…

無料だし、見てみようかな♪ え？登録完了!?
　しかも登録料
　５万円を支払えって？
　　とりあえず、
　　　この連絡先に
　　　　電話して聞い
　　　　　てみよう…


